
個人事業と法人設立の場合の税負担の試算
単位：円

所得（＊１） 備考

1,000,000 青色特別控除後 350,000 所得税 0 給与 1,000,000 法人均等割 70,000
個人住民税 5,000 給与所得控除後 350,000 所得税 0 試算の条件

5,000 個人住民税 5,000
75,000

税負担割合 0.50% 税負担割合 7.50% ＊１　所得（もうけ）は売上
　　　金額から仕入及び諸

2,000,000 青色特別控除後 1,350,000 所得税 97,000 給与 2,000,000 法人均等割 70,000 　　　費用を控除したもの
個人住民税 56,000 給与所得控除後 1,220,000 所得税 84,000 　　　です。

153,000 個人住民税 48,500
202,500 ＊　基礎控除以外の所得

税負担割合 7.05% 税負担割合 10.125% 　　　控除は考慮していま
　　　せん。

3,000,000 青色特別控除後 2,350,000 所得税 197,000 給与 3,000,000 法人均等割 70,000
個人住民税 56,000 給与所得控除後 1,920,000 所得税 154,000 ＊　定率減税は考慮して
個人事業税 5,000 個人住民税 83,500 　　　いません。

308,000 307,500
税負担割合 10.26% 税負担割合 10.25% ＊　事業主1人で試算して

　　　います。
4,000,000 青色特別控除後 3,350,000 所得税 297,000 給与 4,000,000 法人均等割 70,000

個人住民税 202,000 給与所得控除後 2,660,000 所得税 228,000 ＊　税負担割合は所得（も
個人事業税 55,000 個人住民税 137,000 　　　うけ）対する割合です。

554,000 435,000
税負担割合 13.85% 税負担割合 10.875% 　

5,000,000 青色特別控除後 4,350,000 所得税 464,000 給与 5,000,000 法人均等割 70,000 結論
個人住民税 306,000 給与所得控除後 3,460,000 所得税 308,000 ＊　所得が300万円を超え
個人事業税 105,000 個人住民税 208,000 　　　ると、法人にした方が

875,000 586,000 　　　税負担が軽くなります。
税負担割合 17.50% 税負担割合 11.72%

6,000,000 青色特別控除後 5,350,000 所得税 664,000 給与 6,000,000 法人均等割 70,000
個人住民税 406,000 給与所得控除後 4,260,000 所得税 446,000
個人事業税 155,000 個人住民税 297,000

1,225,000 813,000
税負担割合 20.42% 税負担割合 13.55%

7,000,000 青色特別控除後 6,350,000 所得税 864,000 給与 7,000,000 法人均等割 70,000
個人住民税 506,000 給与所得控除後 5,100,000 所得税 614,000
個人事業税 205,000 個人住民税 381,000

1,575,000 1,065,000
税負担割合 22.50% 税負担割合 15.21%

個人 法人


